
  

5 各種チェックリスト 

 
フ

ェ
ー

ズ
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目

 
詳

細
・

留
意

事
項

 
参

照
 

ペ
ー

ジ
 

根
拠

法
・

条
文

 

☐
 

1
.
 
準

備
・

計
画

 
発

起
人

を
3
人

以
上

集
め

る
 

組
合

員
に

な
ろ

う
と

す
る

3
人

以
上

の
者

が
発

起
人

と
な

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

P
.
1
4
、

3
6
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
2
条

 

☐
 

組
合

の
基

本
ル

ー
ル

や
事

業
実

施
に

当
た

っ
て

の
ル

ー
ル

を
理

解
・

合
意

す
る

 

設
立

メ
ン

バ
ー

全
員

で
、

以
下

の
3
つ

の
ル

ー
ル

を
理

解
し

、
要

件
を

満
た

せ
る

か
確

認
し

ま
す

。
 

  
●

5
分

の
4
要

件
：

総
組

合
員

の
5
分

の
4
以

上
の

組
合

員
が

、
組

合
の

事
業

に
従

事
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
●

4
分

の
3
要

件
：

組
合

の
事

業
に

従
事

す
る

者
の

4
分

の
3
以

上
が

、
組

合
員

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

 
●

過
半

数
要

件
：

組
合

と
労

働
契

約
を

締
結

す
る

組
合

員
が

、
総

組
合

員
の

議
決

権
の

過
半

数
を

保
有

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 
 ま

た
、

実
施

し
よ

う
と

す
る

事
業

に
つ

い
て

、
許

認
可

等
が

必
要

か
否

か
、

必
要

な
場

合
は

ど
の

よ
う

な
要

件
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

か
を

し
っ

か
り

確
認

し
ま

し
ょ

う
。

 

P
.
1
4
～

1
5
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

8
条

第
1
項

、
同

条
第

2
項

、
第

3
条

第
2
項

第
4
号

 
 

 ※
許

認
可

が
必

要
か

否
か

は
、

そ
の

事
業

を
所

管
す

る
法

令
等

 

☐
 

設
立

趣
意

の
明

確
化

及
び

事
業

計
画

・
収

支
計

画
を

の
具

体
化

を
行

い
、

設
立

趣
意

書
、

事
業

計
画

書
、

収
支

計
画

書
・

収
支

予
算

書
を

作
成

す
る

 

設
立

趣
意

を
明

確
に

し
、

地
域

ニ
ー

ズ
の

調
査

を
行

っ
た

上
で

、
「

誰
に

」
「

何
を

」
「

ど
の

よ
う

に
」

提
供

す
る

事
業

か
計

画
を

立
て

、
事

業
計

画
書

に
落

と
し

込
み

ま
す

。
さ

ら
に

、
作

成
し

た
事

業
計

画
書

を
も

と
に

、
事

業
実

施
に

あ
た

っ
て

予
測

さ
れ

る
収

入
と

支
出

を
収

支
計

画
書

に
落

と
し

込
み

ま
す

。
収

支
計

画
書

策
定

に
あ

た
っ

て
は

、
人

件
費

や
家

賃
、

保
険

料
な

ど
の

経
費

も
漏

れ
な

く
試

算
し

ま
す

。
 

（
注

）
人

件
費

は
最

低
賃

金
以

上
の

金
額

で
算

出
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

P
.
1
1
～

1
3
、

P
.
2
0
～

3
5
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
3
条

第
3
項

 

☐
 

定
款

を
作

成
す

る
 

定
款

は
組

合
の

最
高

規
範

で
す

。
絶

対
的

記
載

事
項

や
相

対
的

必
要

記
載

事
項

を
必

ず
盛

り
込

み
ま

し
ょ

う
。

 
 ★

P
o
i
n
t
：

公
証

人
役

場
で

の
定

款
認

証
は

不
要

で
す

。
そ

の
分

、
記

載
事

項
に

漏
れ

が
な

い
か

入
念

な
自

己
チ

ェ
ッ

ク
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

P
.
4
2
～

4
7
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
9
条
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5 各種チェックリスト 

 
フ

ェ
ー

ズ
 

チ
ェ

ッ
ク

項
目

 
詳

細
・

留
意

事
項

 
参

照
 

ペ
ー

ジ
 

根
拠

法
・

条
文

 

☐
 

2
.
 
創

立
総

会
 

創
立

総
会

の
公

告
 

定
款

案
、

会
議

の
日

時
・

場
所

を
、

会
議

開
催

日
の

2
週

間
以

上
前

ま
で

に
公

告
し

ま
す

 
。

公
告

方
法

は
事

務
所

店
頭

へ
の

掲
な

ど
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

P
.
3
6
～

 

3
7
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 

第
2
3
条

第
1
項

・
第

2
項

 

☐
 

創
立

総
会

の
開

催
と

議
決

 
【

議
決

事
項

】
定

款
の

承
認

、
事

業
計

画
・

収
支

予
算

の
議

決
、

役
員

（
理

事
・

監
事

）
の

選
挙

な
ど

、
設

立
に

必
要

な
事

項
を

議
決

し
ま

す
。

 

【
議

決
要

件
】

設
立

の
同

意
を

申
し

出
た

者
の

半
数

以
上

が
出

席
し

、
そ

の
議

決
権

の
3
分

の
2
以

上
の

多
数

で
決

し
ま

す
。

 

P
.
3
7
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
3
条

第
3
項

・
第

5
項

 

☐
 

議
事

録
の

作
成

 
創

立
総

会
の

議
事

に
つ

い
て

は
、

法
律

で
定

め
ら

れ
た

事
項

（
開

催
日

時
・

場
所

、
議

事
経

過
、

出
席

役
員

名
、

議
長

名
な

ど
。

漏
れ

の
な

い
よ

う
に

右
記

ペ
ー

ジ
を

参
照

の
こ

と
。

）
を

記
載

し
た

議
事

録
を

作
成

す
る

義
務

が
あ

り
ま

す
。

 

P
.
3
7
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
3
条

第
7
項

 
【

労
働

者
協

同
組

合
法

施
行

規
則

】
 

第
4
条

 

☐
 

代
表

理
事

の
選

定
（

理
事

会
の

開
催

）
 

創
立

総
会

で
選

任
さ

れ
た

理
事

に
よ

る
理

事
会

を
開

催
し

、
理

事
の

中
か

ら
代

表
理

事
を

選
定

し
ま

す
。

こ
の

理
事

会
に

つ
い

て
も

の
法

律
で

定
め

ら
れ

た
事

項
(
開

催
日

時
・

場
所

、
議

事
経

過
、

出
席

役
員

名
、

議
長

名
な

ど
。

漏
れ

の
な

い
よ

う
に

右
記

ペ
ー

ジ
を

参
照

の
こ

と
。

）
を

記
載

し
た

議
事

録
の

作
成

が
必

要
で

す
。

 

P
.
3
8
～

3
9
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

4
1
条

、
第

4
2
条

第
1
項

 

☐
 

3
.
 
出

資
・

登
記

・
届

出
 

事
務

引
継

と
出

資
の

払
込

み
 

発
起

人
か

ら
理

事
へ

事
務

を
引

き
継

ぎ
 
、

理
事

は
遅

滞
な

く
組

合
員

か
ら

出
資

金
の

第
1
回

払
込

み
を

受
け

ま
す

 
。

第
1
回

払
込

額
は

、
出

資
1
口

の
金

額
の

4
分

の
1

以
上

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

(
注

)
「

出
資

引
受

書
」

「
出

資
払

込
領

収
書

（
控

）
」

は
登

記
申

請
時

に
必

要
な

重
要

書
類

で
す

。
組

合
員

か
ら

出
資

金
を

受
け

取
っ

た
ら

確
実

に
受

領
、

作
成

し
ま

し
ょ

う
。

 

P
.
3
9
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
4
条

、
第

2
5
条

 
【

組
合

等
登

記
令

】
 

第
1
6
条

第
3
項

 

☐
 

設
立

登
記

（
法

務
局

）
 

出
資

の
払

込
み

完
了

後
、

2
週

間
以

内
に

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
法

務
局

へ
設

立
登

記
を

申
請

し
ま

す
。

登
記

申
請

日
が

法
人

の
設

立
日

と
な

り
ま

す
。

 

 【
登

記
に

必
要

な
書

類
】

 
設

立
登

記
申

請
書

（
要

押
印

）
、

別
紙

（
登

記
す

べ
き

事
項

）
 

（
主

な
添

付
書

類
）

 
定

款
、

創
立

総
会

議
事

録
、

理
事

会
議

事
録

、
役

員
就

任
承

諾
書

及
び

誓
約

書
、

出
資

引
受

書
、

出
資

払
込

領
収

書
の

控
え

、
印

鑑
届

出
書

な
ど

（
漏

れ
の

な
い

よ
う

に
右

記
ペ

ー
ジ

を
参

照
の

こ
と

）
。

 
 ★

P
o
i
n
t
：

設
立

登
記

に
か

か
る

登
録

免
許

税
は

非
課

税
で

す
。

 

P
.
4
0
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
6
条

 
 

【
組

合
等

登
記

令
】

 
第

2
条

、
第

1
6
条

第
2
項

、
同

条
第

3
項

 

☐
 

設
立

届
出

（
行

政
庁

）
 

組
合

成
立

（
登

記
完

了
）

の
日

か
ら

2
週

間
以

内
に

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
設

立
の

届
出

を
行

い
ま

す
。

 
 【

提
出

書
類

】
 

労
働

者
協

同
組

合
成

立
届

書
（

労
協

法
様

式
第

1
）

、
登

記
事

項
証

明
書

、
定

款
、

役
員

の
氏

名
・

住
所

を
記

載
し

た
書

面
。

 

P
.
4
1
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
】

 
第

2
7
条

 
 

【
労

働
者

協
同

組
合

法
施

行
規

則
】

 
第

5
条
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